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第２回佐世保市地域タクシー適正化・活性化協議会議事録

１．日時：平成２２年２月１日 １３時３０分～１５：３０

２．場所：佐世保自動車検査登録事務所 二階会議室

３．議事：（設置要綱第５条第２項により会長が議事進行した）

‐事務局による地域計画案説明‐（省略）

（会長）

この地域計画は素案ということで特定事業は３部構成になっております。

１～４頁についてなにか意見がありましたらお願いします。

（Ａ委員）

労働条件の改善のところで防犯仕切り板についてですが、長崎では１００％設

置しているのですか。国土交通省から設置することとする通達を出しているので

はありませんか。

（Ｂ委員）

そこまではいっていない。設置しなさいというような文書は来ていません。

全乗連から各協会で採択してやっていきなさいとの方向性を示されています。

（事務局）

防犯仕切り板は推進しますが、１００％設置しなさいとまでは言えません。

(Ａ委員）

してない場合はどこが責任をとれるのかとの話になりますね。運転手は言わな

くても会社の方が言うのが普通ではないでしょうか。

（Ｂ委員）

会社の方は経営対応があり認識はしていると思います。事件がある前は長崎は

設置率が８％であったのが事件後４０％となっている。付けてもらうことに越し

たことはありませんので、今後、もっと付けていくことになると思います。

助手席まで付けていても殺された、会社の責任かとなるが、防犯意識が大切で

はないでしょうか、会社の責任でというのは飛躍しすぎでは。

（Ｃ委員）

この問題につきましてはタクシー協会の中でも何度か話がでております。

ただ金額の問題があり、やろうというところまではいっていない。

先ほどの委員の話のそのとおり付けてやらねばならないと思っております。

協会の中で議題に出して話し合ってやっていきます。

（Ａ委員）

それでは強制ではないと言うことですね。

（事務局）
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強制と言うことではなく推進していくということです。去年、一昨年のタクシ

ー強盗発生を受け防犯仕切り版をつけて運転手さんの安全確保を推進していきま

しょうと言うことです。

（Ａ委員）

最終的には取り組むと言うことですね。

（Ｃ委員）

できるだけ前向きに考えていかなければならないと思っています。

（Ａ委員）

そうしたら防犯仕切り板について８ぺージにのっていないのでお願いします。

（Ａ委員）

観光タクシーの推進についてパンフレットがここにありますが、パンフレット

のこのコースは５～６年変わっていません、例えばカキコースやバーガーや史跡

コース等を導入するするに当たって商工会議所の佐世保検定の受検の推進をタク

シー協会を通じて各タクシー会社に受けなさいと言う指導していただきたい。

（Ｃ委員）

今質問があった件につきまして市の観光課から「長崎県緊急雇用創出事業」

について説明があり、佐世保市が相当の額を出すので新しい運転手を雇用し、接

客や観光の認証などを受けた達人を養成していくということです。条件は２０歳

以下の今まで雇っていない２０代の新人であることで、この事業で免許の取得と

か交通費とかを負担し、有名人などを連れてきて勉強させます。ただ、２社６名

なので、もうすこし金額を少なくしてでも各社が取り組めるものにしてもらいた

いと返しているところです。

（Ａ委員）

検定を受けても講習会等テキスト代や交通費を補助しましょうとかがない。

自分で出しているが交通費は出してやるということを会社が推進してほしい。

研修会をやって貰いたい、受検について補助をして貰いたいとのことです。

（Ｂ委員）

今、言われていることの関係では１１頁の（６）の中に「乗務員の教育」が入

っています。

（Ａ委員）

私は４頁のことを言っていたのですが、この中に入ってしまいますね。

それと今言った観光タクシーのことを加えたらどうですか。

（Ｂ委員）

イメージとしては観光タクシーの教養の推進と適正な補助というようなことで

すかね。

（Ａ委員）

イメージとしてはそのような感じにですね

（Ｃ委員）
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運転者講習会に見えていると思いますがその中で接客サービスが一番の目標で

・・・。

（Ａ委員）

もちろん私も参加しておりますが前回は講習が何らかの都合でなかったですね。

（事務局）

前回は海きららができたと言うことで運転者の皆さんに「海きらら」のことを

知っていただくのと展示物を見てもらい観光に役立てて貰うためやりました。

（Ｃ委員）

沖縄に行ったときに観光地でタクシーが修学旅行生を乗せています。できるな

らあのような体制ができないものでしょうか。先ほどの話のように達人の勉強を

させて修学旅行の誘致に全力を尽くしたい。私も観光コンベンション協会に入っ

ておりますので補佐してつくっていきたいと思っております。

（Ｄ委員）

前回もお話ししましたが、一番活発化しているのが沖縄。近辺では長崎でも取

り組んでいます。ベースとなるのはドライバーさんがどれだけ案内に対応できる

かということ。基礎となるものを研修を含めて意識的にやっていかなければ突然

これをやりましょうということにはならない。

それと平行してどのようなうな事がやれるか、どこがやるのか方法を含めて検

討中です。

それからコースの話ですが、色々なコースを作りたいし、やろうと思えばすぐ

できる話ですしタクシーを使っていかに効率的に街中を車を使ってこういう値段

で包括的にワンパックでいくらでまわるか、ガイドさんの負荷が大きすぎて車で

移動することがほとんどなくなるとなりかねませんので、今のはタクシーに乗っ

て観光ができるシステムですが、それに固執する考えはありません有効なコース

があればやりたいと思っています。

（Ａ委員）

私たちが接する機会が多いので受講して勉強して受検していく。講習について

会社が受けなさいとも何もない、 会社で推進して貰えばＰＲにもなるのでやって

貰いたい。

（会長）

地域計画の目標と特定事業その他の事業について意見があればお願いします。

（Ｅ委員）

長崎の方では１１月か１２月に３割減車の話がでているがどうでしょうか。

（Ｂ委員）

それはどこからの話ですか。

（Ｅ委員）

新聞での話です。

（Ｅ委員）



- 4 -

協議会の中で出ていたのではないですか。３年以内に３割もは多い。佐世保の

場合は６００台でどうなるのか、それだけ減車するのか。うちの場合も２０台減

車しなければならない。台数が少ないところはどうするのか。減車する方向性は

高いのではないか、減車すれば組合員さんを辞めさせなければならないわけです。

全員が組合員ですから会社とのトラブルもでてくるのではないでしょうか。 これ

以上の減車を考えているのですか。

（Ｃ委員）

減車の目標については協会でなく個々の会社でやってもらわなければならない。

（Ｅ委員）

減車する線をどこにもってくるか。売上を上げて給料を貰ってやっているわけ

ですが後２～３年の人、１０年以上の人とかの話がでてくるものですから、ここ

ではっきりさせたい。

（Ｂ委員）

計画とかによると適正台数として示されており、それを考えてみますと、ここ

にも書いておりますように環境問題、運転者の労働条件全てが供給過剰の問題で

はないですか。供給過剰を削減していかなければ労働条件問題も解決しない、そ

こを自分たちで判断して決断して勇気を持って前に進むことでしょうか。

（Ｅ委員）

長崎では３０％の減車と言っていますが。

（Ｂ委員）

３０％の数字は報道されていましたが、協会で出した数字ではないです。

（事務局）

九州運輸局では、適正台数を発表しており実際の台数との差が３０％あったと

いうことであって協議会で何パーセント減車しなさいと言うわけではありません。

長崎交通圏としては３０％多いが、これを踏まえて諸問題や交通問題にどのよう

な対応をしていきましょうか、ということを長崎で話し合いました。

（Ｅ委員）

このままで行けば５０代過ぎで運転者の３０代４０代の人が入ってこない。

うちみたいに多いところは１０台位減車しても、痛くもないが２０台、３０台の

ところは１０人、２０人解雇となるのでバランスを考えて貰いたい。年金を貰っ

ている人はいいが売上が悪い人が切られるのがたまらない。

（Ｂ委員）

減車問題につきましては協議会でなんパーセント減車とは言えません。

長崎の第１回協議会の記事は、適正台数との差が３０％あったという話で、そ

れと３０％減車しなければならないとの話は別問題です。パーセントの話は原則

としてできないのではないでしょうか。 事務局いかがですか。

（事務局）

全体として何パーセント供給過剰と発表しております。供給過剰が労働条件や
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日車営収など諸問題に影響していますので、減車そのものは話し合えませんが、

それを前提として労働条件とか需要喚起について話し合っていただきたいと思い

ます。

（Ｆ委員）

ユニバーサルデザイン車両とはどのようなものか具体的に説明して下さい。

（事務局）

‐ユニバーサルデザイン車両について説明‐

（Ｒ委員）

６頁の環境問題についてハイブリット車の導入と記載してありますが佐世保は

どうなっていますか。

（Ｃ委員）

佐世保は城山が２台導入しており、他は導入しているところはないと思います。

ＬＰガスは環境に適しておりハイブリット車はタクシー仕様が全然ないので私

としてはこれから開発されてくれば考えることとしたいと思います。

（会長）

他には何かありませんか。

（Ｃ委員）

運賃改定ができないかと考えています。今の１キロ５００円を５５０円にして

１．２キロか１．５キロにするか解りませんが、基本料金をあげます。そして定

額運賃を導入したい。例えばハウステンボスまで４０００円かかっているのを２

５００円か３０００円にして定額運賃を取り入れたい。また、１０時以降の割引

きを考えた方がよいのではないかなど色んな施策を考えておりましてタクシー協

会の経営委員会で研究させております。

お伺いしますが、もし長崎が駄目でも佐世保だけ運賃改定ができるんでしょう

か。

（事務局）

運賃の取り扱いは原価割れの審査がかなりシビアになっています。できるとか

の話でなく色々提案があれば、それを受けて可否を本局に問い合わせしたいと思

います。ただ、現行制度の中では長崎県内本土は同じ運賃ブロックなので佐世保

だけを変えると言うことはできません。割引きとか定額運賃で対応できる事案が

あるのか、その辺は協議会で検討した結果を局の方と協議をしていきたいと考え

ています。佐世保だけで運賃を変えると言うのは長期的な課題として検討して頂

き、定額運賃として実現できるものがあれば個別に協議させて頂きたいと思いま

す。

（Ｃ委員）

解りました。需要喚起につきましては何かをやらなければならない、色んな事

を考えなければならないと思っており、例えばチケットの問題につきましても４

ヶ町商店街がお客さんに店が１００円のチケットをやってこれを使えば安くなり
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ますよとか色んな事を考え需要を増やさなければ。一番重要なことは接客サービ

スですよ、接客サービスをやらなければお客さんは帰ってこない。うちなんか毎

日言っているけど、まだ解って貰えない。 各社ともやって貰いたいと代表者会

議でもいっておりますが、まだ徹底されていませんね。

（Ｆ委員）

前回も申しましたがバスレーンの実車中の乗り入れについて具体的に如何にす

れば乗り入れすることができるのでしょうか。

（Ｇ委員）

その件については答えられません。

（事務局）

これは「その他の事業」になると思われますが、地域の取り組みとして関係機

関と協議しましてまとまったものだけを載せておりますので前回バスレーンの乗

り入れの意見がありましたけれども十分な打ち合わせができていませんでしたの

で案には載せておりません。可能かどうか県警さんバス事業者も含め協議し検討

したい。

（Ｈ委員）

タクシーに高齢者が乗りずらいと思います。確実に高齢化が進展しており佐世

保市でも４分の１位は高齢者で高齢者の目線で考えれば、高齢者が利用しやすい

シートが高くなくドアが後ろに開くとか膝が悪いのでそこら辺に視点を置いたタ

クシーが必要ではないでしょうか。それと東京あたりでは見かけるのですがタク

シーが並んでいてドアを開けて旅行鞄を「いらっしゃいませ」と入れてくれる。

佐世保でも時々見かけるのですがそういう運転手さんが欲しいですね。

タクシーに乗ったときよく話しかける人がおり「今度の連休どうでした」とい

うと「駄目でした」と答えるので「どうしてですか」と聞くと「佐世保は何にも

ないですもんね」と。そんなことはないと思うので、佐世保のことをもっと幅広

く知って貰いたい。

リピーターについて「感じがいいよね」「又使いたいね」と言うことを含めてポ

イント制はできないものでしょうか。 ６頁の観光の達人は佐世保には何人ぐらい

いるのですか。

（事務局）

詳しい数は把握しておりませんが各社に認定された人がおります。

（Ｈ委員）

私もスマイリーパッケージでよく利用するのですが、最近は顔なじみであそこ

までですねと気楽に乗せて貰っているのですが、４，５年前のことですがどうで

すかと聞いたら「おかげさまで私は何とかやっているんですよ」とのことでどう

してですかと聞いたところ、地区の中であそこの人は何日病院に行く、何処かに

出かけると高齢者を掴んでいらっしゃる。自分で行って荷物を運んでやるそうい

う高齢者の視線にたった需要展開が必要ではないかと思います。
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（Ｉ委員）

タクシーの日が８月５日ありますがあれをチケット制で割引券を発行する、有効

期限を８月いっぱいにするという話ですがどうですか。

（参考人：市タクシー協会）

個人としては需要喚起となるなることなのですが運賃の値引きとなるので検討

しなければなりません。チケットでなく金券がありますが１万円を１万円で売っ

ていますがバスのようにこれを１万５００円にするとかしなければと思っていま

すがなかなか進みません。 運賃の認可でこれを変えるということは今のところ難

しいです。

（Ｂ委員）

運転者の問題について１つのことの教育も大事ですが、運転者の自覚がもっと

大事ではないか。教育を取り上げても会社でやって頂いていることですがいくら

やっても１００％にならないのは自覚の問題があると思うのです。如何にして浸

透させて本当に運転手さんは会社の顔だと言われることだと思います。あのタク

シーはどこの誰さんと言われるように私たちももちろん運転者も厳しく取り組ま

なければ問題ではないでしょうか

デパートを見て下さい。頭の下げ方一つにしても一生懸命やっています。そう

いう気持ちをもたなければいけないんです。皆さんも会社の方に帰られたらこう

いう意見を伝えて下さい。私の方もこの機会を捉えて浸透させたいと思います。

（Ｅ委員）

今の件について、代表者を決めて会社の中で協議して運転者の指導方法を改善

することを今話してているところです。

（Ｅ委員）

バスレーンにタクシーが乗り入れできる条件についての質問ですが、例えばど

うしたら入れるのか教えて下さい。

（Ｊ委員）

バスレーンにつきましては長崎と佐世保で朝夕認められています。朝は就業の

時間の関係で１分１秒を争うこととなりバスの定時運行が厳しく求められている

ので朝のバスレーン内の実車のタクシー乗り入れは厳しいです。長崎市でも朝に

は認めておらず、３車線道路の夕方に実車タクシーを認めています。佐世保につ

いても駅から瀬戸越しに向かう３車線については検討は可能ですが、今までのこ

とからバスの定時運行が第一になってきます。

こういう条件とかはありません。マナーを守って貰う事が大切です。長崎も佐

世保も他の都市と比べてバスレーンを守って頂いている。バスレーンにタクシー

が入ることで呼び水となり一般ドライバーが入ることになると逆効果になり、空

車のタクシーまでも入ると言うことになると根こそぎ元に戻るという話になる。

基本的には、ドライバーの模範となって信号無視や駐車違反をしないマナーを

守る、マナーがいいから「実車のタクシーは入れるべき」と他のドライバーさん
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に後押してもらう、こういったことをやってもらえたらと思います。

（Ｅ委員）

タクシーを利用する方は夕方よりも朝方バスに乗り遅れた、時間がないとか朝

急ぐ人が多いのでできれば朝の時間帯を考えていただきたいのです。

（Ｊ委員）

県警では朝の時間帯は検討対象になっていません。バスレーンについてはタク

シーも公共の乗り物かもしれませんがバスという大型の大量輸送とのバランスが

必要で朝については厳しいと思います。

（Ｉ委員）

タクシーベイの設置についての要望・・・・

（Ｃ委員）

タクシーベイについて警察の方にも交通課長に以前からお願いしているのです

が。

（Ｉ委員）

福祉センターにもないです。新庁舎にこそタクシーベイを作ってもらいたいで

す。

（Ｃ委員）

タクシーで対策会議をして要望を出したらどうだろうか。

（事務局）

保健センターの所については真ん中の通りに計画されています。３台分で現在

工事中ですが計画の中には入っております。

（Ｊ委員）

佐世保の場合はアルカス佐世保とか都市計画が進んでおり、公共施設にアプロ

ーチしてタクシーベイやターミナルを道路外に作ってもらうのが一番いいです。

道路以外にでるとき信号機ででるメリットがあります。

声を上げるのは難しいでしょうが、協議会等に声が届くような手法があったら

と思います。

（Ｃ委員）

解りました

（事務局）

先ほどのＨ委員から高齢者に対するサービス問題について提案がありましたが、

これについて特定事業として（１）のタクシーサービスの活性化と良質なサービ

スが選ばれる環境作りについて８頁から９頁にかけて入っていないので、８頁の

（１）中にどのようにして入れたらよいかお尋ねします。

（Ｂ委員）

事務局で決めて貰っていいのではないでしょうか。

（事務局）

意見がありましたので、事務局としては目標として８項目に入れて実施項目と
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してもう１つ高齢者に対応する事項を書き込んでいくということでよいでしょう

か。事務局に任せることでいいですか。

（Ｈ委員）

福祉タクシーとか介護タクシーとかそれらしい言葉はでているのですが、それ

を意味するものがでていないので、項目として上げるのであればそうして頂いた

方がいいです。

（事務局）

わかりました

（Ｈ委員）

計画書に目を通してみましたけれど「タクシーの供給過剰」が数多く出てくる

ので、「そのためにこの事業を実施するのですよ」と読める。確かに過剰供給とい

うのはデータもありわらないわけではないですが、どうも供給過剰が先にあって

それに伴って事業をするのはそうなんでしょうけど、活性化協議会の目的として

適正化と活性化の柱がある。そういう意味では適正化も必要だし活性化も必要で

そういう意味では「活性化を進めながら適正化を図っていく」という表現にされ

たほうがいいのではないでしょうか。

そして供給過剰のために事業をやるのではなく、活性化を図るため人間を増や

すため事業を取り組みますよ、とした方が私は受け入れやすい。

あえて言うなら１３頁に両方取り組むことを書いてはいますが、ちょっと弱い

かな。

（会長）

意見としてお聞きします。

（Ｆ委員）

８頁から９頁については意味がわかりにくいところがあります。ボヤッとは解り

ますが解説を入れた方がいいのかなと思います。１１頁のタクシー観光のマイス

ター育成についてはどれくらい進んでいるのかのでしょうか。マイスター問題に

ついては市の方も再生計画をやっており市内部でもお知らせしておきます。

１３頁の主体について行政、自治体とあるのは行政にかかるものではないのか

なと思いますが

（事務局）

介護タクシーとか支援タクシー等については最終案のときには何か解りやすい

ものを付けてイメージとして解りやすくしておきます。

１１頁の雇用促進事業につきましては確定しているわけではなく要請している

段階です。市の関係部局には確認していますが、県の事業であり決定している訳

ではありません。

この件については、観光コンベンション協会の方が詳しいのではないかと思い

ます。

（Ｄ委員）
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市の観光の方の一つで今話があったとおり申請中とのことです。

（Ｋ村岡委員）

定時制運転者への若年者労働者の積極的な雇用の促進で定時制について説明し

て下さい。

（事務局）

‐ 説明の結果、定時制では逆になるので意見があれば変える‐

(Ｆ委員）

運転者の中には腰が痛いという人がいると思いますが、健康対策としてなにか

していますか。

（Ｃ委員）

今のところ腰が痛いという人にはどうしろこうしろとはありません。

（Ｋ委員）

腰痛体操をやってください。

（Ｃ委員）

わかりました。

検討させて下さい。いい意見をありがとうございました。

（Ｉ委員）

白タク行為について協会で招集をかけて取締をやっていたのが最近はやってい

ませんね。

（事務局）

また、始める予定にしております。

（Ｉ委員）

その白タク行為ですが、代行業者がお客を運んでいる。警察の方で視察をして

貰えませんか。代行が流しをやっていて手を挙げたら乗せています。

（Ｂ委員）

白タク問題で九州では二つ福岡と大分がその問題に取り組んでいます。代行と

して５台しか登録していないのに１０台いたのでナンバーを控えて提出して取締

をして貰うということをやっている。現認して取締要望をすることを長崎でもや

っていきたいと思っております。

（Ｉ委員）

代行運転のナンバーは把握しているのですか。

（Ｃ委員）

把握はしていない。捕まるとナンバーを変えています。警察の方で二回か三回

あげてもらいました。警察がやると抑止力になる。

（Ｅ委員）

始末書かなんかで終わりですか。

（Ｃ委員）

罰金がありますね。
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（Ｇ委員）

あります。過去に何回かやっております

（事務局）

その他の事業で「タクシー類似行為の違法性・タクシー利用の促進」について

利用している方も白タク行為について知らずに利用しているケースもあるのでは

ないかということで、違法性とタクシー利用をアピールしようと言うことです。

（事務局）

白タクの件は情報をタクシー協会に上げて頂きたい。情報があると警察に要望

しやすいのでお願いします。

（Ｂ委員）

代行運転がステッカーを貼っていなければどれがその車か解らないし、貼って

いなければ警察は止めようがない難しい問題です。

（会長）

いろいろな意見をいただきましてありがとうございました。

その他で事務局からありませんか。

（事務局）

次の協議会は３月末ごろ第３回目を実施します。

その時、最終案として提出します。

（会長）

本日予定されておりました議題は全て終了しました。

皆様ご協力有り難うございました

（事務局）

これをもちまして、第２回佐世保市地域タクシー適正化・活性化協議会を終わ

らせて頂きます。 本日は、誠に有り難うございました。


